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○ 第Ⅰ期基本計画においては、ＩＭＦデータ品質評価フレームワーク（ＤＱＡ
Ｆ）等を基に、統計の品質表⽰を含めた統計の品質に関する⾃⼰評価のた
めのガイドライン策定がミッション

○ 利⽤者ニーズに対応した公的統計の作成・提供、その品質の表⽰・評価
（プロダクト評価）・改善を通じた、有⽤性及び信頼性の確保向上を⽬指
す「品質保証活動」（Quality Assurance）を推進するため、公的統計の
品質保証に関するガイドライン（品質保証ガイドライン）を策定し、平成23
年4⽉から本格運⽤を開始

Ⅰ 公的統計の品質確保に向けたこれまでの取組について

「公的統計の整備に関する基本的
な計画」（平成21年3⽉閣議決定。第Ⅰ期
基本計画）に基づく取組

取
組
の
充
実

「公的統計の整備に関する基本的
な計画」（平成26年3⽉閣議決定。第Ⅱ期
基本計画）に基づく取組

○ 第Ⅱ期基本計画においては、国際的な動向や関連学会における研究結果
等を踏まえ、公的統計へのプロセス保証を、品質保証ガイドラインに導⼊する
⽅向での⾒直しがミッション

○ ⽇本品質管理学会規格「公的統計調査のプロセス-指針と要求事項」を踏
まえて、品質保証ガイドラインに、「統計調査の実施過程の質評価」（プロ
セス評価）に関する取組（⾃⼰評価）を追加し、平成28年4⽉から本格
運⽤を開始

国際機関等における先⾏事例やISO 20252規格を基に策定された⽇本品質管理学会規格を踏まえ、公的統
計の品質保証に関するガイドライン（品質保証ガイドライン）を策定・充実し、 統計作成プロセスに関連する各種
ガイドライン等も活⽤して、統計作成プロセスの標準化、改善を始め、品質確保に向けた取組を推進。
⇒今般の新たなミッションもこの延⻑線上の取組

取
組
の

展
開

「公的統計の整備に関する基本的な
計画」（令和2年6⽉閣議決定。第Ⅲ期基本
計画）に基づく今般のミッション １



基本的枠組みの
企画

・ 調査⽬的や調査事
項、集計内容など
検討

分析・公表
・ 分 析 、 公 表
資料作成

・HPやe-Stat
への掲載

など

詳細な実施の
企画

・ 公表・データ等の
整備・保存に⾄
る⼀連の業務の
詳細、具体的⼿
順の検討

調査計画
※内容は、統計

関係法令、承
認申請等事務
処理マニュアル
に規定・説明

審査・集計
・エラーチェック
・⽋測値補完
・結果表の作
成・推計

・結果表の審
査（分析的
審）

など

実査
・⽤品作成
・調査対象選
定

・調査票配布
・照会対応
・調査票回収
・督促
・データ⼊⼒

など

統計作成府省

総務省
（統計委員会）

申 請

【参考】 基本的な公的統計の作成プロセス

審査・承認

企 画

デ ー タ 等 整
備・保存
・ 分 析 、 公 表
資料作成

・HPやe-Stat
への掲載

・保存データの
整理やフォー
マット整備

など

点検・評価
・調査計画を
中⼼に、実査
から公表に⾄
る実態との整
合性を点検

・必要に応じて
調 査 計 画 を
⾒直し

など

品質保証ガイドライン（統計作成過程の質評価）

⺠間委託ガイドライン
点検・評価
ガイドライン

調査票情報等の管理・漏えい等ガイドライン

記録・保存すべき内容等も統計ごとに区々な状況 ⇒ 「標準マニュアル」整備の必要(別葉)

○各種ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにより、統計作成ﾌﾟﾛｾｽの各段階において品質確保に向け必要となるor
望ましい基準・⼿順・視点（≒要求事項）の整理は⼀定程度進んでいる

○他⽅、品質保証ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを除き、そうした基準等が、課題・テーマ別に整理されており、
統計作成ﾌﾟﾛｾｽ全体の観点から、体系的に再整理(＋必要に応じ修正、追加)する必要

調査マニュア
ル・実施計画
等
※調査マニュアル

等の内容は、
各統計ごとに
疎密あり

※⼀連の事務を⺠間事業
者を活⽤して実施する場合

２

これまでの業務最適化等の流れから、公的統計作成における
業務フローの標準化への整理は⼀定程度進んでいる



【参考】「統計調査の実施過程の質評価」に関する評価事項の概要
Ⅰ 調査業務を適正かつ確実に遂⾏するための基本原則

・・・・１.組織と責任、２.調査の秘密保持・保管、３.記録に関する⼀般、など
Ⅱ 調査の企画管理

・・・・１.業務の委任・委託先への指⽰・説明、２.調査票の変更、など
Ⅲ データ収集

・・・・１.調査票収集業務の実施状況の把握、２.情報通信技術を⽤いた調査情報等の収集、など

Ⅳ データの管理と処理
・・・・１.調査票（紙）⼜は調査票データの訂正、２.調査票データの正確性等の確保、など

Ⅴ 調査報告書

具体例

Ⅳ データの管理と処理
２．調査票データの正確性等の確保（抜粋）
【評価事項】

機器・ソフトウェア・⼈⼿等による調査票データの作成について、そのデータの正確性等を担保するため、必要な処理基準を定めて
いるか

【チェック事項】
・ 機器・ソフトウェア・⼈⼿等による調査票データの作成について、そのデータの正確性や処理の迅速性等を担保するため、機器・ソフ

トウェアに実装すべき性能・機能、⼿⼊⼒時の⼊⼒データの検証⽅法など、必要な処理基準を定めているか
【チェック事項における仕組み⼜は実施の例⽰】（抜粋）
○ ⼿⼊⼒による調査票データの作成について、２⼈の⼊⼒業務担当者が同⼀内容を⼊⼒し、その結果を突合する（ベリファイチェッ

ク）等の処理基準を仕様書に規定
○ ⼿⼊⼒による調査票データの作成について、⼊⼒業務担当者以外の者による⼊⼒値確認等を作業⼿順として規定
○ 電⼦調査票において、調査項⽬の記⼊漏れチェック、記⼊内容間の整合性チェック等の機能やそれらチェックの処理時間等の性能

について処理基準を作成

※ 14項⽬のうち7項⽬は調査員調査に係るもの

○実査部分（特に調査員調査）に重点。
○⾃⼰評価のためのガイドライン（ex「必要な処理基準」の内容の判断）であり、第三者チェック
に対応する基準等としていく必要 ３



【参考】⽇本品質管理学会規格「公的統計調査のプロセス-指針と要求事項」の概要

１. 適⽤範囲 ⇒公的統計調査（基幹統計調査・⼀般統計調査）
２. 引⽤規格 ⇒調査票情報等の管理及び漏えい等の対策に関するガイドライン、など
３. ⽤語と定義 ⇒ISO20252、ISO3534-4、JSQC-Std00-001、など
４. マネジメントシステム ⇒4.1 組織と責任、4.2 調査の秘密保持、4.3 記録に関する⼀般、など
５. 調査の企画管理 ⇒5.1 公的統計調査に関する指⽰・説明、5.2 標本抽出、など
６. データ収集 ⇒6.1 ⼀般、6.2 指導員・調査員の管理、募集・採⽤及び教育・訓練、など
７. データ管理と処理 ⇒7.1 ⼀般、7.2 紙の調査票のデータ⼊⼒、など
８. 公的統計調査プロジェクトの報告

具体例

7. データの管理と処理
７.2 紙の調査票のデータ⼊⼒（抜粋）
７.2.1 業務仕様書
【要求事項】（抜粋）

統計作成府省⼜は受託事業者は、ロジックチェックを⾏いながらデータ⼊⼒する場合、事前に組み込まれたロジックチェックに関する
内容を記録し、かつ⼊⼒に先⽴ち、テストを実施しなければならない
統計作成府省⼜は受託事業者は、テストの性質、及び得られた結果を、記録しなければならない、など

７.2.2 紙の調査票からのデータ⼊⼒検証
【要求事項】（抜粋）

受託事業者は、データ⼊⼒の⼀定割合以上について、体系的な⽅法で検証を⾏わなければならない。受託事業者が実施する
データの⼊⼒検証の割合は、ロジックチェックを⾏いながらデータ⼊⼒をした場合は⼊⼒数の最低5%とし、単純データ⼊⼒の場合は
⼊⼒数の10%とする。
受託事業者は、オペレータ全員の業務を検証するための体系的な⽅法による業務⼿順を定めなければならない。また検証は、⼊

⼒した本⼈以外の者が担当しなければならない

○要求事項が⼀律に規定されているため、重点的に対応すべき事項（あるいは
Shall/Shouldの区別）を明確にする必要 ４



統計作成プロセス監査の「要求事項」・「⽅針」（今後の課題、論点の現時点の整理）

パラレル

認証機関の遂⾏能⼒に関する「認定の基準」
[ ISO/IEC17065（Guide 65）]

【ISOやJISなどの規格認証】

製品の品質や安全性などに直接関わる「認証（適合性評
価）の基準」 （製品要求基準） [JISY20252など]

認証機関と認証依頼者との合意による「認証の仕⽅
の基準」（要求事項の追加を含む。）

【統計作成ﾌﾟﾛｾｽの第三者ﾁｪｯｸ(監査)】

品質保証ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを中⼼に各種ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの内容を
ベースとし、体系的に再整理、あるいは修正・追加
（「標準ﾏﾆｭｱﾙ」整備の取組とも連携）

各府省の現状も踏まえつつ、「重要性」に応じ「要求度
合い」を区分（ex「必須」「推奨」）

１.適⽤範囲
２.関係⽂書
３.⽤語と定義
４.本認証制度の構成
５.認証範囲
６.製品認証ｼｽﾃﾑ
７.認証の有効期間
８.サーベイランス
９.再認証
10.評価
①サンプリング条件と

評価

認証スキーム（MRSPC）

②認証対象サービスの
成果物の評価

③評価⽅法
④審査⼯数
⑤不適合の扱い

11.認証に関する決定
12.審査員に対する要件
13.認証マークの取り扱い
14.苦情に対する対応
15.認証されたサービスの

クライアント及び第三
者からのアクセス

⽅針（基準の適⽤（適合）の仕⽅・実施⽅法等）
趣旨・⽬的︓

要求事項に係る現状確認を通じ、利⽤者に信頼を
与えるともに、統計作成プロセスの⽔準の段階的な
向上を図り、各府省の公的統計の品質確保・改善
を⽀援

対象︓個々の統計単位（サービスプロセス＋
マネジメントシステム）

範囲※
頻度・タイミング※
体制※︓「統計監理官」中⼼（Cf認証機関）
 「統計監理官」の任命（Cf認定機関）、資質要件、

育成等※
チェックの仕⽅（⽅法、結果の評価⽅法・取りまと

め・提⽰、決定⼿続etc）
各府省の⾃⼰チェックを前提

結果の処置・フォローアップ※
結果の公表・範囲※ など
※については、試⾏実施の結果を踏まえつつ決定

要求事項(必要となるor望ましい基準・⼿順・視点)

５


